
Ａ
Ｈ
Ｐ
Ａ
Ｈ
Ｐ・・Ｍ
Ｅ
Ｗ
Ａ
に
対
す
る
規
制
を
め
ぐ
る
動
向

Ｍ
Ｅ
Ｗ
Ａ
に
対
す
る
規
制
を
め
ぐ
る
動
向

京
都
橘
大
学
経
済
学
部
教
授　

髙
山  

一
夫

ア
メ
リ
カ
の
医
療
政
策
動
向 

（37）

連  載
　

ア
メ
リ
カ
労
働
省
は
、
２
０
２
３
年
12
月
20
日
、

ト
ラ
ン
プ
政
権
時
代
に
活
用
が
促
さ
れ
た
ア
ソ
シ

エ
ー
シ
ョ
ン
・
ヘ
ル
ス
プ
ラ
ン
（A

ssociation 
H

ealth Plan

：
Ａ
Ｈ
Ｐ
）
に
関
す
る
規
則
の
改
定

案
を
公
表
し
ま
し
た

（1）
。
今
後
、
60
日
間
の
コ
メ
ン

ト
収
集
期
間
を
経
て
、
最
終
規
則
が
公
表
さ
れ
ま
す
。

Ａ
Ｈ
Ｐ
に
つ
い
て
は
、
第
35
回
の
連
載
で
も
示
し
た

よ
う
に
、
共
和
党
の
医
療
保
険
制
度
改
革
案
（
Ｃ
Ｈ

Ｏ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
法
案
）
に
お
い
て
そ
の
活
用
が
盛
り
込
ま

れ
て
お
り
、
バ
イ
デ
ン
政
権
の
対
応
が
注
目
さ
れ
て

い
ま
し
た

（2）
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
Ａ
Ｈ
Ｐ
と
そ

れ
を
め
ぐ
る
規
則
の
変
遷
を
振
り
返
り
つ
つ
、
医
療

保
障
の
観
点
か
ら
、
今
回
の
規
則
改
正
の
狙
い
を
明

ら
か
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

Ａ
Ｈ
Ｐ
・
Ｍ
Ｅ
Ｗ
Ａ
と
は

　

Ａ
Ｈ
Ｐ
は
、
同
業
者
や
専
門
職
、
そ
の
他
共
通
の

利
害
関
係
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
る
各
種
の
ア
ソ
シ

エ
ー
シ
ョ
ン
の
う
ち
、
組
織
の
構
成
員
に
医
療
保
険

を
提
供
す
る
タ
イ
プ
を
い
い
ま
す
。
ア
ソ
シ
エ
ー

シ
ョ
ン
自
体
は
、
同
業
者
団
体
や
経
済
団
体
、
専
門

職
団
体
な
ど
、
分
野
に
お
い
て
も
規
模
に
お
い
て
も

多
岐
に
わ
た
り
ま
す
。
た
だ
、
今
回
取
り
上
げ
る
Ａ

Ｈ
Ｐ
は
、
雇
用
主
が
従
業
員
向
け
の
医
療
給
付
を
目

的
と
し
て
、
共
同
で
結
成
す
る
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン

を
指
し
ま
す
。

　

Ａ
Ｈ
Ｐ
の
う
ち
、
後
述
す
る
一
定
の
基
準
を
満
た

す
も
の
は
、従
業
員
退
職
所
得
保
障
法
（Em

ployee 
Retirem

ent Incom
e Security A

ct
：
Ｅ
Ｒ

Ｉ
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
、「
複
数
事
業
者
合
同
従
業
員

福
祉
制
度
」（M

ultiple Em
ployer W

elfare 
A

rrangem
ent

：
Ｍ
Ｅ
Ｗ
Ａ
）
と
し
て
扱
わ
れ
ま
す
。

Ｍ
Ｅ
Ｗ
Ａ
に
対
す
る
法
的
な
規
制
は
き
わ
め
て
緩
く
、

連
邦
法
で
あ
る
Ｅ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ａ
が
各
州
の
保
険
法
に
優

先
さ
れ
る
た
め
、
事
実
上
、
州
政
府
は
Ｍ
Ｅ
Ｗ
Ａ
を

規
制
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
Ｅ
Ｒ
Ｉ
Ｓ

Ａ
に
お
い
て
Ｍ
Ｅ
Ｗ
Ａ
は
「
単
一
の
雇
用
主
グ
ル
ー

プ
」（bona fide single em

ployer groups

）

と
し
て
扱
わ
れ
る
た
め
、
個
人
お
よ
び
小
規
模
団

体
保
険

（3）

に
関
す
る
オ
バ
マ
ケ
ア
（A

ffordable 
Care A

ct

：
Ａ
Ｃ
Ａ
）
の
ル
ー
ル
も
適
用
さ
れ
ま
せ

ん
。
具
体
的
に
は
、
避
妊
も
含
め
た
各
種
予
防
サ
ー

ビ
ス
な
ど
10
種
類
の
法
定
給
付
（essential health 

benefits

）、
財
政
的
破
綻
に
備
え
た
再
保
険
（
リ
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ス
ク
プ
ー
ル
等
）
へ
の
加
入
、
年
齢
に
よ
る
保
険
料

格
差
等
を
規
制
す
る
調
整
地
域
保
険
料
率
の
適
用
と

い
っ
た
法
的
な
義
務
を
、
Ｍ
Ｅ
Ｗ
Ａ
は
免
れ
る
こ
と

が
で
き
る
わ
け
で
す
。

　

医
療
保
険
に
関
す
る
統
計
調
査
か
ら
Ａ
Ｈ
Ｐ
の
動

向
を
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
で
す
が
、
Ｍ
Ｅ
Ｗ
Ａ
に

関
し
て
は
、
労
働
省
へ
の
報
告
義
務
が
課
せ
ら
れ
て

い
ま
す
。
公
表
済
み
の
最
新
報
告
で
あ
る
２
０
１
９

年
版
に
よ
れ
ば
、
同
年
の
Ｅ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ａ
適
格
Ｍ
Ｅ
Ｗ

Ａ
は
７
１
５
プ
ラ
ン
で
、
加
入
者
数
は
２
３
８
万

人
で
し
た

（4）
。
前
年
２
０
１
８
年
が
６
４
０
プ
ラ
ン
、

加
入
者
数
２
０
０
万
人
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
プ
ラ

ン
数
と
加
入
者
数
の
い
ず
れ
も
増
加
し
て
い
ま
す
。

２
０
１
８
年
か
ら
19
年
に
か
け
て
の
変
化
は
、
後
述

す
る
２
０
１
８
年
最
終
規
則
の
影
響
に
よ
る
も
の
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
１
９
９
０
年
代
後
半
の
研
究
で
す
が
、
Ｍ

Ｅ
Ｗ
Ａ
も
含
め
て
雇
用
主
が
共
同
で
従
業
員
向

け
の
医
療
給
付
を
購
入
す
る
仕
組
み
（pooled 

purchasing

）
に
つ
い
て
、
雇
用
主
全
体
（
２
万

１
５
４
５
社
）
の
26
％
が
活
用
し
て
お
り
、
企
業
規

模
が
小
さ
い
ほ
ど
高
い
割
合
に
あ
る
こ
と
も
わ
か
っ

て
い
ま
す
（
従
業
員
数
10
人
未
満
は
33
％
、
同
50
人

未
満
は
28
％
）（5）
。
単
独
で
は
大
規
模
医
療
保
険
や

自
家
保
険
を
組
織
で
き
な
い
も
の
の
、
連
邦
お
よ
び

州
の
医
療
保
険
規
制
を
回
避
す
る
観
点
か
ら
、
Ａ
Ｈ

Ｐ
な
い
し
Ｍ
Ｅ
Ｗ
Ａ
を
共
同
で
組
織
す
る
中
小
雇
用

主
が
一
定
数
存
在
す
る
こ
と
が
伺
え
ま
す
。

　

労
働
省
に
よ
る
Ｍ
Ｅ
Ｗ
Ａ
規
制
と

ト
ラ
ン
プ
政
権
に
よ
る
規
制
緩
和

　

Ｅ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ａ
は
、
本
来
は
大
企
業
が
設
立
す
る
企

業
年
金
お
よ
び
自
家
保
険
を
対
象
と
す
る
連
邦
法
で

す
。
し
か
し
、
Ａ
Ｈ
Ｐ
な
い
し
Ｍ
Ｅ
Ｗ
Ａ
は
、
Ｅ
Ｒ

Ｉ
Ｓ
Ａ
の
法
的
な
抜
け
穴
を
利
用
し
て
、
連
邦
お
よ

び
州
の
医
療
保
険
規
制
を
免
れ
る
こ
と
で
、
他
の
医

療
保
険
よ
り
も
安
価
で
、
し
か
し
保
険
給
付
が
不
十

分
な
プ
ラ
ン
と
し
て
、
雇
用
主
に
活
用
さ
れ
る
傾
向

が
あ
り
ま
し
た
。
Ａ
Ｃ
Ａ
に
お
い
て
も
、
Ｍ
Ｅ
Ｗ

Ａ
の
管
理
者
に
よ
る
不
適
切
な
財
産
費
消
な
ど
の

事
件
を
ふ
ま
え
て
、
Ｍ
Ｅ
Ｗ
Ａ
に
対
し
て
報
告
義

務
を
課
す
と
と
も
に
、
労
働
省
に
排
除
措
置
命
令

（cease and desist

）や
保
全
命
令（sum

m
ary 

seizure order

）
の
権
限
を
与
え
る
こ
と
が
規
定

さ
れ
て
い
ま
す

（6）
。

　

Ｍ
Ｅ
Ｗ
Ａ
に
お
け
る
不
祥
事
の
続
発
を
受
け
て
、

労
働
省
は
、
Ａ
Ｈ
Ｐ
が
Ｍ
Ｅ
Ｗ
Ａ
と
し
て
Ｅ
Ｒ
Ｉ
Ｓ

Ａ
が
適
用
さ
れ
る
た
め
の
３
つ
の
基
準
を
公
表
し
ま

し
た
。
１
つ
目
の
「
事
業
目
的
基
準
」（business 

purpose standard

）で
は
、当
該
の
ア
ソ
シ
エ
ー

シ
ョ
ン
が
、
保
険
給
付
以
外
に
、
事
業
ま
た
は
組
織

の
目
的
や
機
能
を
有
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
し

ま
す
。
２
つ
目
の「
共
通
性
基
準
」（com

m
onality 

standard

）
は
、
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
参
加
す

る
雇
用
主
が
、
保
険
給
付
以
外
に
何
ら
か
の
共
通
の

利
益
と
組
織
的
な
関
係
を
有
す
る
か
を
確
認
し
ま
す
。

最
後
の
「
統
制
基
準
」（control standard

）
で
は
、

雇
用
主
が
、
直
接
的
ま
た
は
間
接
的
に
、
形
式
と
内

実
の
両
面
に
お
い
て
、
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
事
業

を
統
制
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
ま
す

（7）
。
こ

れ
ら
の
基
準
は
、
Ａ
Ｈ
Ｐ
が
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
と

し
て
の
実
体
を
持
ち
、
単
な
る
医
療
保
険
の
代
替
な

い
し
受
け
皿
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
も
の
と
い

え
ま
す
。

　

ま
た
、
労
働
省
は
、
Ｅ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ａ
が
雇
用
主
と
従

業
員
と
の
関
係
性
を
前
提
と
す
る
法
律
で
あ
る
以

上
、
従
業
員
を
持
た
な
い
自
営
業
者
（w

orking 
ow

ner

）
は
対
象
外
で
あ
る
と
し
て
、
Ｍ
Ｅ
Ｗ
Ａ
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に
参
加
す
る
こ
と
を
認
め
ま
せ
ん
で
し
た
。
労
働
省

に
よ
る
こ
う
し
た
取
り
扱
い
は
、
Ａ
Ｃ
Ａ
と
Ｅ
Ｒ
Ｉ

Ｓ
Ａ
の
趣
旨
に
基
づ
き
、
Ｍ
Ｅ
Ｗ
Ａ
を
用
い
て
法
的

規
制
を
逃
れ
る
の
を
防
ぐ
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の

で
し
た
。

　

し
か
し
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
は
、
Ａ
Ｃ
Ａ
廃
止
法
案

が
挫
折
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
、
行

政
命
令
を
活
用
し
た
Ａ
Ｃ
Ａ
の
空
洞
化
を
図
る
べ

く
、
２
０
１
７
年
10
月
に
行
政
命
令
１
３
８
１
３
を

発
し
ま
し
た

（8）
。
こ
の
命
令
に
基
づ
き
、
ト
ラ
ン
プ

政
権
下
の
労
働
省
は
２
０
１
８
年
６
月
19
日
、
Ａ
Ｈ

Ｐ
・
Ｍ
Ｅ
Ｗ
Ａ
に
関
す
る
規
制
を
大
幅
に
緩
和
し
ま

し
た

（9）
（
以
下
、
２
０
１
８
年
規
則
）。
２
０
１
８

年
規
則
で
は
、
第
１
に
、「
事
業
目
的
基
準
」
を
緩

和
し
、
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
、
保
険
給
付
以
外
に

最
低
一
つ
の
事
業
目
的
を
持
て
ば
よ
く
、
そ
れ
は
主

た
る
事
業
目
的
で
な
く
て
も
よ
い
と
し
ま
し
た
。
第

２
に
、「
共
通
性
基
準
」
を
緩
和
し
、
地
理
的
な
近

接
性
（geographic proxim

ity

）、具
体
的
に
は
、

同
一
州
内
あ
る
い
は
大
都
市
圏
内
で
あ
れ
ば
、
共
通

性
を
有
す
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ

し
て
第
３
に
、
自
営
業
者
の
取
り
扱
い
に
関
し
て
、

ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
参
加
す
る
自
営
業
者
を
「
雇

用
主
か
つ
被
用
者
」
と
み
な
す
こ
と
で
、
Ｅ
Ｒ
Ｉ
Ｓ

Ａ
が
適
用
で
き
る
と
解
釈
し
ま
し
た
。

　

２
０
１
８
年
規
則
に
よ
り
、
Ａ
Ｈ
Ｐ
は
従
来
と
比

べ
て
容
易
に
、
Ｅ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ａ
に
適
格
な
Ｍ
Ｅ
Ｗ
Ａ
と

し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
こ
と

が
、
先
に
述
べ
た
Ｍ
Ｅ
Ｗ
Ａ
の
プ
ラ
ン
数
お
よ
び
加

入
者
数
の
急
増
を
も
た
ら
し
た
と
い
え
ま
す
。
ま
た
、

議
会
予
算
局
と
両
院
合
同
租
税
委
員
会
に
よ
る
２
０

１
８
年
規
則
の
影
響
試
算
で
は
、
規
則
改
定
に
よ
り
、

小
規
模
団
体
保
険
加
入
者
（
２
０
１
９
年
時
点
で
２

３
２
０
万
人
）
の
13
％
に
当
た
る
３
１
０
万
人
を
中

心
に
、
個
人
加
入
型
医
療
保
険
加
入
者
と
無
保
険
者

を
含
め
て
、
３
７
０
万
人
が
新
た
に
Ａ
Ｈ
Ｐ
に
加
入

す
る
と
推
計
し
ま
し
た
。

　

な
お
、
２
０
１
８
年
規
則
で
は
、
ク
リ
ン
ト
ン
政

権
下
で
制
定
さ
れ
た
「
医
療
保
険
の
携
帯
性
と
説

明
責
任
に
関
す
る
法
律
」（H

ealth Insurance 
Portability and A

ccountability A
ct

）
に

お
け
る
差
別
禁
止
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
で
、
同
一

の
Ａ
Ｈ
Ｐ
に
加
入
す
る
雇
用
主
の
あ
い
だ
で
、
加
入

資
格
や
保
険
料
な
ど
の
格
差
が
発
生
し
な
い
よ
う
、

特
別
な
措
置
を
講
じ
る
と
し
ま
し
た
。

　

連
邦
裁
判
所
判
決
と
労
働
省
に
よ
る

規
制
の
再
強
化

　

２
０
１
８
年
規
則
に
対
し
て
、
11
州
と
コ
ロ
ン
ビ

ア
特
別
区
は
、
労
働
省
が
権
限
を
逸
脱
し
行
政
手
続

法
（A

dm
inistrative Procedure A

ct

）
に
違

反
す
る
と
し
て
、
提
訴
し
ま
し
た

（10）
。
こ
の
訴
訟
に

つ
い
て
、
連
邦
地
方
裁
判
所
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
支

部
は
２
０
１
９
年
３
月
、
原
告
の
訴
え
を
認
め
、
２

０
１
８
年
規
則
に
お
け
る
基
準
の
緩
和
と
自
営
業
者

の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
を
無
効
と
し
ま
し

た
。
労
働
省
は
直
ち
に
控
訴
し
、
設
立
さ
れ
た
Ａ

Ｈ
Ｐ
が
訴
追
さ
れ
な
い
よ
う
一
時
的
な
執
行
方
針

（tem
porary enforcem

ent policy

）
を
発
す

る
と
と
も
に
、
司
法
判
断
が
出
さ
れ
る
ま
で
は
Ａ
Ｈ

Ｐ
を
新
設
し
な
い
よ
う
呼
び
か
け
ま
し
た
。

　

２
０
２
１
年
１
月
に
成
立
し
た
バ
イ
デ
ン
政
権
は
、

ト
ラ
ン
プ
政
権
が
実
施
し
た
Ａ
Ｃ
Ａ
の
空
洞
化
に
歯

止
め
を
か
け
る
た
め
、
Ａ
Ｈ
Ｐ
・
Ｍ
Ｅ
Ｗ
Ａ
に
つ
い

て
の
規
則
の
見
直
し
を
労
働
省
に
命
じ
ま
し
た
。
労

働
省
は
、
２
０
２
３
年
12
月
20
日
に
規
則
の
改
定
案

を
公
表
し
、
２
０
１
８
年
規
則
を
廃
止
す
る
こ
と
、

ま
た
、
前
述
の
一
時
的
な
執
行
方
針
が
失
効
済
み
で
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あ
る
こ
と
を
示
し
ま
し
た
。

　

２
０
２
３
年
の
規
則
改
定
案
で
は
、
規
則
の
改
定

に
至
っ
た
経
緯
や
理
由
も
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
ま

す
。
労
働
省
は
、
２
０
１
８
年
規
則
が
そ
も
そ
も
Ｅ

Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
目
的
や
Ｍ
Ｅ
Ｗ
Ａ
に
関
す
る
過
去
の
判

例
か
ら
み
て
不
適
切
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
Ｍ
Ｅ

Ｗ
Ａ
に
関
し
て
問
題
が
噴
出
し
た
と
し
ま
し
た
。
規

則
改
定
案
で
は
、
２
０
１
８
年
以
降
の
５
年
間
で
、

詐
欺
的
ま
た
は
不
適
切
な
契
約
か
ら
参
加
者
を
保
護

す
る
た
め
に
、
21
件
の
民
事
上
お
よ
び
刑
事
上
の
執

行
（enforcem

ent

）
を
Ｍ
Ｅ
Ｗ
Ａ
に
行
い
、
９

５
０
０
万
ド
ル
以
上
を
回
収
し
た
こ
と
も
触
れ
て

い
ま
す

（11）
。
ま
た
、
２
０
２
３
年
包
括
歳
出
予
算

法
（12）
（Consolidated A

ppropriations A
ct, 

2023

）
に
よ
り
、
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
・
Ｃ
Ｈ
Ｉ
Ｐ
の

継
続
受
給
義
務
化
が
失
効
し
、
州
政
府
が
受
給
審
査

を
再
開
し
た
こ
と
に
も
触
れ
、「
９
０
０
０
万
人
を

超
え
る
貧
困
者
・
児
童
が
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
と
Ｃ
Ｈ
Ｉ

Ｐ
の
更
新
審
査
に
あ
る
現
状
に
お
い
て
、
詐
欺
的
で

管
理
の
不
適
切
な
Ｍ
Ｅ
Ｗ
Ａ
の
潜
在
的
な
取
り
込
み

と
拡
大
を
懸
念
す
る

（13）
」
と
明
記
し
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
Ｍ
Ｅ
Ｗ
Ａ
を
含
む
Ａ
Ｈ
Ｐ
の
利
点
と
し

て
喧
伝
さ
れ
た
、
柔
軟
な
保
険
給
付
設
計
と
そ
れ
に

伴
う
安
価
な
保
険
料
と
い
う
点
に
関
し
て
、
規
則
改

正
案
で
は
、
健
康
な
若
者
が
既
存
の
個
人
加
入
型
お

よ
び
小
規
模
団
体
医
療
保
険
市
場
か
ら
Ａ
Ｈ
Ｐ
に
移

動
し
た
結
果
、
既
存
の
保
険
市
場
の
保
険
料
が
０
・

５
％
か
ら
３
・
５
％
上
昇
す
る
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
逆

選
択
と
保
険
市
場
の
分
断
化
を
惹
起
し
た
こ
と
も
論

じ
ま
し
た
。
ま
た
、
２
０
１
８
年
規
則
を
め
ぐ
る
訴

訟
に
お
い
て
原
告
を
支
持
し
た
ア
メ
リ
カ
医
師
会
の

報
告
を
参
照
す
る
形
で
、
Ａ
Ｈ
Ｐ
が
イ
ン
シ
ュ
リ
ン

や
妊
産
婦
の
ケ
ア
、精
神
保
健
、リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
な
ど
を
保
険
給
付
か
ら
除
外
す
る
傾
向
に
あ
る
こ

と
も
指
摘
し
て
い
ま
す

（14）
。

　

そ
も
そ
も
Ｍ
Ｅ
Ｗ
Ａ
は
、
か
ね
て
よ
り
法
的
な
規

制
が
緩
く
、
管
理
運
営
が
ず
さ
ん
と
な
り
が
ち
な
こ

と
が
問
題
点
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
ま
し
た

（15）
。
ト

ラ
ン
プ
政
権
は
、
そ
う
し
た
問
題
点
に
は
触
れ
ず
、

Ａ
Ｃ
Ａ
の
空
洞
化
を
図
る
観
点
か
ら
、
行
政
上
の
権

限
を
用
い
て
Ａ
Ｈ
Ｐ
・
Ｍ
Ｅ
Ｗ
Ａ
の
規
制
を
緩
和
し

ま
し
た
。
今
回
の
規
制
改
定
に
よ
り
、
Ａ
Ｃ
Ａ
お
よ

び
Ｅ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ａ
に
よ
る
Ａ
Ｈ
Ｐ
・
Ｍ
Ｅ
Ｗ
Ａ
の
規
制

は
従
前
に
戻
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
他
方
、
共
和
党

は
Ｃ
Ｈ
Ｏ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
法
案
に
お
い
て
Ａ
Ｈ
Ｐ
の
活
用
に

法
的
根
拠
を
与
え
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
Ａ
Ｈ
Ｐ
や
Ｍ
Ｅ
Ｗ
Ａ
に
対
す
る
法
的
規
制
を
め

ぐ
る
問
題
は
、
引
き
続
き
医
療
保
険
制
度
に
お
け
る

争
点
と
な
り
そ
う
で
す
。

　
⑴Em

ployee Benefits Security A
dm

inistration, 
29 CFR Part 2510, “Definition of ‘‘Em

ployer’’-
A

ssociation Health Plans”, Federal Register 
88

（243

）： 87968-87981.

⑵
髙
山
一
夫
「
ア
メ
リ
カ
の
医
療
政
策
動
向
（
35
）

医
療
制
度
改
革
の
争
点
―
バ
イ
デ
ノ
ミ
ク
ス
と
Ｃ

Ｈ
Ｏ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
法
案
」『
文
化
連
情
報
』
５
４
７
号
、

２
０
２
３
年
10
月
、
30
―
33
頁
。

⑶
小
規
模
団
体
保
険
（sm

all group health 
insurance

）
は
、
Ａ
Ｃ
Ａ
や
州
法
に
お
い
て
、

従
業
員
数
（
常
勤
換
算
）
50
名
以
下
の
雇
用
主
が
、

従
業
員
と
そ
の
家
族
の
た
め
に
購
入
す
る
医
療
保

険
を
指
し
ま
す
（
た
だ
し
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
、

コ
ロ
ラ
ド
州
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
な
ど
は
独
自
に

１
０
０
名
以
下
と
定
め
て
い
ま
す
）。

⑷Departm
ent of Labor, Em

ployee Benefits 
Security A

dm
inistration, “2019 FO

RM
 

M
-1 BULLETIN” 

を
参
照
。

⑸Long, S.H
. and M

.S. M
arquis 

（1999

）. 
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“Pooled purchasing

： w
ho are the players?”, 

　
Health Affairs 18

（4

）： 105-11.
⑹Em

ployee Benefits Security Adm
inistration, 

“Final A
ffordable Care Regulations 

Related to M
ultiple Em

ployer W
elfare 

Arrangem
ent”, February 28, 2013.

⑺
⑴
の
資
料
、
８
７
９
６
９
―
８
７
９
７
０
頁
。

⑻“Prom
oting H

ealthcare Choice and 
Com

petition A
cross the U

nited States”, 
E.O

. 13813 of O
ct, 12, 2017. 

な
お
、
こ
の

行
政
命
令
は
、
バ
イ
デ
ン
政
権
の
発
足
後
、
行
政

命
令
１
４
０
０
９
（E.O

. 14009 of Jan. 28, 
2021

）
に
よ
り
撤
回
さ
れ
ま
し
た
。

⑼Em
ployee Benefits Security A

dm
ini

　

stration,29 CFR Part 2510, “D
efinition 

of ‘‘Em
ployer’’ U

nder Section 3

（5

） 
of ERISA

-A
ssociation H

ealth Plans”, 
Federal Register 83

（120

）： 28912-
28964.

⑽State of New
 York v. United States 

Departm
ent of Labor,  A

pril 29, 2019.

⑾
⑴
の
資
料
、
８
７
９
７
３
頁
、
注
38
。

⑿
２
０
２
３
年
度
包
括
歳
出
予
算
法
に
つ
い
て
は
、

髙
山
一
夫
「
ア
メ
リ
カ
の
医
療
政
策
動
向
（
32
） 

メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
継
続
受
給
義
務
（
Ｍ
Ｏ
Ｅ
）
を
め

ぐ
る
動
向
」『
文
化
連
情
報
』
５
４
１
号
、
２
０

２
３
年
４
月
、
46
―
53
頁
を
参
照
。

⒀
⑴
の
資
料
、
８
７
９
７
３
頁
。

⒁
同
上
、
８
７
９
７
４
頁
。

⒂United States Governm
ent A

ccountability 
O

ffice, “Em
ployee Benefits- States 

N
eed Labor’s H

elp Regulating M
ultiple 

Em
ployer W

elfare A
rrangem

ents”, 
G

A
O

/H
R

D
-92-40, M

arch 1992, do. 
“Private H

ealth Insurance- Em
ployers 

and Individuals A
re V

ulnerable to 
U

nauthorized or Bogus Entities Selling 
Coverage”, GA

O-04-312, February 2004.
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